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【開会  午前１０時００分】 

 

◎開会・開会宣言 

○教育長 本日、第７回教育委員会会議を招集いたしました。出席ご苦労様です。 

本日の出席者は３名です。定足数の出席を認めます。よって、令和４年第７回八雲町教

育委員会会議を開会いたします。 

本日の会議日程は、お手元に配布のとおりです。それでは、直ちに本日の会議を開きま

す。 

 

◎日程第１ 会議録署名委員の指名 

○教育長 日程第１ 会議録署名委員の指名を行います。 

本日の会議録署名委員に、福田浩子委員を指名いたします。 

 

◎日程第２ 議案第１号 

○教育長 日程第２ 議案第１号「八雲町学校給食センター運営委員の委嘱について」を

議題といたします。事務局の説明を求めます。 

○学校給食センター次長 議案第１号八雲町学校給食センター運営委員の委嘱についてご

説明いたします。議案書１ページになります。 

 学校給食センター運営委員会については、八雲町学校給食センター設置条例第４条によ

り給食センターの円滑な運営を図るため、２０人以内の組織とし、委員は、学校職員、父

母の代表者、学識経験者のうちから教育委員会が委嘱するものであります。 

この度の委嘱は、運営委員を務めていただいておりました学校長の異動及びＰＴＡ役員

の改選に伴う欠員が生じたため、委員の補充として、議案記載の８名を委嘱するものであ

ります。 

 なお、委嘱日は令和４年４月１日、任期は条例第４条第３項の規定により、前任者の残

任期間であります令和４年９月３０日までとなっております。 

 以上、議案第１号の説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○教育長 事務局の説明が終わりました。何か質問ございませんか。 

 （「なし」という声あり） 

○教育長 無ければ、議案第１号を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

 （「異議なし」という声あり） 

○教育長 ご異議がございませんので、議案第１号は原案のとおり可決いたしました。 

 

◎日程第３ 議案第２号 

○教育長 日程第３ 議案第２号「八雲町スポーツ推進審議会委員兼八雲町総合体育館運

営委員の任命について」を議題といたします。事務局の説明を求めます。 

○体育課長 議案第２号八雲町スポーツ推進審議会委員兼八雲町総合体育館運営委員の任

命についてご説明申し上げます。議案書２ページをお開き下さい。 



本件は、令和３年１０月１日から任命しておりました委員１名について、４月１日付人

事異動により欠員が生じたことから、欠員補充を行うものです。 

スポーツ基本法第３１条では、市町村に地方スポーツ推進に関する重要事項を調査させ

るためスポーツ推進審議会を置くことができることとなっており、八雲町スポーツ推進審

議会条例第４条の規定により、学識経験のある者、関係行政機関の職員から教育委員会が

町長の意見を聴いて任命することとしており、現在５名を任命しております。 

この度欠員となったのは、児童生徒スポーツ振興の関係者として、中学校体育連盟から

任命している委員で、同連盟から任命するものです。 

任命する委員は、議案書記載のとおりで、４月１日付人事異動に伴う八雲町校長会人事

により八雲町中体連理事長に就任したことから任命するものです。 

任期は、令和４年４月１日から令和５年９月３０日までの前任者の残任期間となってお

ります。 

なお、八雲町総合体育館条例第５条の規定で、総合体育館運営委員は、八雲町スポーツ

推進審議会委員をもって充て、その任期はスポーツ推進審議会委員の任期によると規定さ

れていることから、あわせて任命するものであります。 

以上、議案第２号の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○教育長 事務局の説明が終わりました。何か質問ございませんか。 

（「なし」という声あり） 

○教育長 無ければ、議案第２号を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

 （「異議なし」という声あり） 

○教育長 ご異議がございませんので、議案第２号は原案のとおり可決いたしました。 

 

◎日程第４ 議案第３号 

○教育長 日程第４ 議案第３号「八雲町学校運営協議会委員の任命について」を議題と

いたします。事務局の説明を求めます。 

○学校教育課長 案第３号八雲町学校運営協議会委員の任命について説明いたします。議

案書３ページをお開きください。 

学校運営協議会委員については、令和４年４月２６日開催の第５回教育委員会会議にお

いて、４中学校区合わせて５４名の任命について可決いただきましたが、この度、八雲中

学校区の地域住民から議案書記載のとおり新たに委員１名を任命しようとするものであり

ます。 

この度の追加により、八雲中学校区の学校運営協議会委員は１５名となり、４中学校区

合計で５５名となります。 

なお、任期は規則第６条の規定により、令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで

の１年間となっております。 

以上、議案第３号八雲町学校運営協議会委員の任命についての説明といたします。よろ

しくお願いいたします。 

○教育長 事務局の説明が終わりました。何か質問ございませんか。 



 （「なし」という声あり） 

○教育長 無ければ、議案第３号を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

 （「異議なし」という声あり） 

○教育長 ご異議がございませんので、議案第３号は原案のとおり可決いたしました。 

 

◎日程第５ 議案第４号 

○教育長 日程第５ 議案第４号「八雲町スポーツ推進委員の委嘱について」を議題とい

たします。事務局の説明を求めます。 

○体育課長 議案４号八雲町スポーツ推進委員の委嘱についてご説明申し上げます。議案

書４ページをご覧ください。 

本件は、令和３年１０月１日に委嘱しましたスポーツ推進委員のうち、学校関係から委

嘱していた１名について、この度、選出校の校内分掌体制が変更になったことにより欠員

が生じたため、補充を行うものです。 

スポーツ基本法第３２条第１項では、当該市町村におけるスポーツ推進に係る体制整備

を図るため、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を有し、必要な熱意と

能力を有する者の中から、市町村教育委員会がスポーツ推進委員を委嘱することとなって

おり、現在、定員２０名のところ 1４名を委嘱しています。 

このことから、八雲町スポーツ推進委員規則第５条第１項の規定により、欠員となった

委員１名を委嘱するもので、委嘱する委員は議案書記載のとおりで、前任者の校内分掌体

制が変更となり欠員となったため、前任者が所属していた学校から選出され学校長の推薦

を受け、この度委嘱するものです。 

なお、委員の任期は本年４月１日に遡って委嘱することとし、前任者の残任期間の令和

５年９月３０日までとなっております。 

 以上、議案第４号の説明とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

○教育長 事務局の説明が終わりました。何か質問はございませんか。 

（「なし」という声あり） 

○教育長 無ければ、議案第４号を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

 （「異議なし」という声あり） 

○教育長 ご異議がございませんので、議案第４号は原案のとおり可決いたしました。 

 

◎日程第６ 議案第５号 

○教育長 日程第６ 議案第５号「令和４年度教育費補正予算の意見徴収について」を議

題といたします。事務局の説明を求めます。 

○学校教育課長 議案第５号令和４年度教育費補正予算の意見聴取についてご説明いたし

ます。議案書５ページをお開きください。 

本件は、６月７日開会予定の令和４年第２回八雲町議会定例会に提案する令和４年度教

育費補正予算について、去る５月１３日開催の第６回教育委員会会議でご協議いただいた

ところですが、この度、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定に基づ



き、八雲町長から教育委員会の意見を求められたので意見なしとするものであります。 

この度の補正は、八雲中学校大規模改修事業に係るものです。 

八雲中学校は、昭和５５年の校舎建設後４０年以上が経過し、施設の老朽化が著しいこ

とから安全性や機能性を確保し、併せて空調設備やトイレ環境の改善など教育環境の質的

改善を図るため、本年度から２か年の整備計画に対し、文部科学省の学校施設環境改善交

付金が認められたことから補正予算を計上するものです。 

 それでは補正予算の内容について説明いたします。議案書６ページになります。 

歳出予算１０款教育費、３項中学校費、１目学校管理費、１２節委託料は、工事管理業

務委託料で、前回協議させていただきました際には、１６７万４千円の要求でありました

が、文部科学省の学校施設環境改善交付金を可能な限り追求したことにより、査定後は１

３万８千円の増額の１８１万２千円となっております。 

 １４節工事請負費は工事請負費で、１２節同様に７４２万５千円の増額で、９千９２０

万８千円となっております。 

 以上、歳出の合計は７５６万３千円の増額の１億１０２万円となっております。 

 次に、歳入ですが、１５款国庫支出金、２項国庫補助金、６目教育費国庫補助金、２節

中学校費補助金は、歳出に対応した令和４年度分の学校施設環境改善補助金であり、２１

万３千円の増額の２千９１２万３千円となっております。 

続きまして、債務負担行為の補正であります。議案書７ページになります。 

７億３千９８９万９千円は次年度分の事業費であり、歳出で説明したとおり令和４年度分

の事業費増額に伴い、７５６万３千円の減額となっております。 

以上、議案第５号令和４年度教育費補正予算の意見聴取についての説明とさせていただ

きます。よろしくお願いいたします。 

○教育長 事務局の説明が終わりました。何か質問はございませんか。 

（「なし」という声あり） 

○教育長 無ければ、議案第５号を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

 （「異議なし」という声あり） 

○教育長 ご異議がございませんので、議案第５号は原案のとおり可決いたしました。 

 

◎日程第７ その他 

○教育長 日程第７ その他ですが、事務局から何かありますか。 

（「なし」という声あり） 

 

◎閉会の宣言 

○教育長 無いようですので、本日の会議に提出した議案等の審議はすべて終了いたしま

した。これをもちまして、令和４年第７回教育委員会会議を閉会いたします。大変お疲れ

様でした。 

 

     【閉会  午前１０時１６分】 


